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１．豊かな自然と共生し、安全で快適に暮らせる定住のまちづく
り 
 
１- １ 豊かな自然の適正管理 

■ 現況と課題 

本町は、総面積の約 7 割を山林が占め、東部の鰐塚山系に源を発する沖水川
等、水と緑の豊かな自然環境に恵まれており、町民による公園や河川等の清掃
活動など、各地域で環境保全に関する活動が行われています。 

わにつか県立公園に指定されている鰐塚山周辺や⾧田峡周辺をはじめ、各所
に残る緑豊かな自然環境や美しい景観は町の貴重な財産であることから、今後
も適切に保全するとともに、町民が豊かな自然に親しむ場や機会の充実を図る
ことが求められています。 

 

■ 施策の視点 

 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策の基本的な方向 

① 環境行政の総合的・計画的な推進 
本町の豊かな自然を守り、次の世代へ継承するため、環境に配慮した行政の

総合的・計画的な推進を図ります。 
また、環境基本計画の進捗状況の評価・見直しを応じた環境目標を設定し、

町・町民・事業者の役割に応じた施策を推進します。 
 
 
 

豊かな自然の適正管理と活用 ①環境行政の総合的・計画的な推進 

③環境保全活動の充実 

町民と行政の協働によって、美しく豊かな自然の適正管理を図ります。 

②森林の適切な保護管理 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 
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② 森林の適切な保護管理 
森林の有する多面的機能を持続的に発揮させ、国土の保全、水源かん養、地

球温暖化防止等を図るため、町、町民、事業者が一体となって、豊かな森づく
りに取り組みます。 

 
③ 環境保全活動の充実 

環境保全活動の強化を図り、地域での環境保全活動に取り組む町民・事業者・
民主団体など、様々な活動主体とネットワークを構築し、協働・連携しながら
環境保全活動の推進を図ります。 

 

■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①環境行政の総合的・計画的な推進 
環境基本計画の進行管理 ○ ○ 

環境基本計画の推進 ○ ○ 

②森林の適切な保護管理 地域ぐるみによる森づくりの展開 ○ ○ 

③環境保全活動の充実 環境保全ネットワークの構築 ○ ○ 
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１-２ 水資源の保全・有効活用と河川環境づくりの推進 

■ 現況と課題 
本町には、鰐塚山系を源に沖水川、年見川、萩原川及び花ノ木川の４つの水

系があり、農業用水に利用されるなど、町民が生活を営む上で大きな役割を果

たしています。 

    本町は、河川の水質改善のため、大淀川流域の市町から構成される大淀川サミット

を通じて、行政区域の枠組みを超えた河川浄化活動や一斉水質検査を行ってきたほか、

「三股町河川をきれいにする条例」を制定し、町民・事業者・行政が一体となって、美

しく豊かな河川環境の形成に取り組んできました。 

これらの取組によって、町内を流れる河川の水質は、良質な水質を維持して
いる一方、都市下水においては、悪臭による苦情が寄せられるなどしており、
改善が求められています。 

また、都城盆地の地下水は本町の貴重な水源でありますが、産業活動におけ

る高濃度の硝酸性窒素の検出等、水量・水質の面から環境の悪化が懸念されて

いることから、宮崎県や都城市、鹿児島県曽於市等で構成される都城盆地硝酸

性窒素削減対策協議会と連携し、地下水保全に取り組む必要があります。 

 
■ 施策の視点 

 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 施策の基本的な方向 

① 水源の森づくりの推進 
河川環境の改善や地下水源のかん養力を高めるため、町民・事業者・行政が

一体となって、「大淀川水源の森」をはじめとする森林保全活動や広葉樹の植林
活動を推進します。 

水資源の保全・有効活用と河川環
境づくりの推進 

①水源の森づくりの推進 

④水資源の有効利用 

町民一人ひとりの取組から、水環境の保全を図ります。 

②良好な河川環境づくりの推進 

③地下水の保全 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 
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② 良好な河川環境づくりの推進 

河川環境を保全するため、河川浄化等推進員と協力して定期的に河川パトロ
ールを行い、水質汚濁原因の早期発見と排水水質の改善、指導に努めます。 

「水資源は有限である」という町民一人ひとりの認識を高め、河川浄化意識
の普及を図るほか、クリーンアップみまた等、地域が一体となった河川浄化活
動を推進します。 

 
③ 地下水の保全 

公共下水道の整備や合併処理浄化槽への転換補助など生活排水対策に取り組
むとともに、家畜排泄物の適正処理や農地への過剰施肥を抑制するための施肥
基準の普及啓発など、環境保全型農業を推進します。 

また、都城盆地硝酸性窒素削減対策連絡協議会と連携し、地下水の硝酸性窒
素濃度を測定し監視に努めます。 

 
④ 水資源の有効利用 

水資源は、稲作にとって必要不可欠であることから、河川、貯水池を利用し
た農業用水路の整備に努めます。 

安定した畑作物生産を維持するとともに収益性の高い作物への転換や計画的
な作付けを行うため、干ばつ期でも畑作が行えるように基盤整備を今後も推進
し、事業の早期完了を目指します。 

 
■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①水源の森づくりの推進 水源かん養機能の向上に向けた森林整備 ○ ○ 

②良好な河川環境づくりの推進 

河川パトロールの強化 ○ ○ 

河川浄化意識の普及 ○ ○ 

地域ぐるみの河川浄化活動の推進 ○ ○ 

③地下水の保全 
合併処理浄化槽への転換推進 ○ ○ 

家畜排泄物の適正処理指導 ○ ○ 
地下水の監視 ○ ○ 

④水資源の有効利用 
農業用排水路の整備 ○ ○ 

畑地かんがい事業の推進 ○ ○ 
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１-３ 持続可能な循環型社会の形成 

■ 現況と課題 
地球温暖化の問題は、地球規模の気象の変化を通して、自然生態系や人間社

会に計り知れない影響を及ぼすことから、地球環境問題の中で最も深刻なもの

の一つとされています。 

本町のごみ発生量は、横ばいからやや減少傾向にあります。１人当たりの１日の総

ごみ排出量も県平均を下回っていますが、最終処分量は県平均を上回っていることか

ら、ごみの減量化と合わせて、更なるリサイクルの推進が求められています。 

このため、各地区にリサイクルごみ回収指導推進員等を配置し資源回収に取
り組むとともに、生ごみ利用の堆肥化づくりや剪定枝のリサイクル事業・４R
の推進など、循環型社会の形成に向けた取組を展開しています。 

 
 
 
 
 

■ 施策の視点 

 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 施策の基本的な方向 

① ごみの減量化と適正処理 
町民一人ひとりがごみの減量化・リサイクル活動に努めることができるよう

４Ｒ等を推進するとともに、最終処分場の適正な維持管理を行い、事業所から
出される事業系廃棄物については、自らの処理責任やごみの排出抑制の啓発に

持続可能な循環型社会の形成 ① ごみの減量化と適正処理 

町、町民、事業者の協働によって、環境にやさしいまちづくりを進めます。 

②地球温暖化対策の充実 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

 

  

  

■ ４R ■ 
循環型社会（＝限りある資源を有効に繰り返し使う社会）を目指して宮崎県が推進している運動。 
リフューズ（Ｒｅｆｕｓｅ ごみになるものは買わない・断る）、リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ ごみの減量）、リ
ユース（Ｒｅｕｓｅ 再利用）、リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ 資源として再生利用）の頭文字をとったもの。 
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努めます。 
また、食品廃棄物の排出抑制・減量化を進めるため、食品ロス削減に対する町民や

事業者の意識向上を図ります。 
 

 
② 地球温暖化対策の充実 

省エネルギー対策と環境に配慮した事業活動の啓発や情報提供に努め、町民・

事業者・行政が一体となって、地球温暖化対策に取り組みます。 

また、本町役場の事務事業に伴う温室効果ガスの搬出量を抑制するため、第
2 次エコ・チャレンジ・プランに基づき、エネルギー使用量の計画的な削減に
取り組みます。 

 
 

■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①ごみの減量化と適正処理 

ごみ減量化等に対する町民意識の高揚 ○ ○ 

最終処分場の適正な維持管理 ○ ○ 

事業系廃棄物の処理責任の啓発 ○ ○ 

4R 及び食品ロス削減の推進 ○ ○ 

②地球温暖化防止対策の充実 
地球温暖化対策の推進 ○ ○ 

省エネルギー・省資源化の促進 ○ ○ 
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１-４ 総合的・計画的な土地利用の推進 

■ 現況と課題 

本町は、総面積の約 7 割を山林が占めるなど、豊かな自然環境に恵まれてお
り、本町の西部地域を中心に、町民の生活の場である市街地や農用地が広がっ
ています。 

都城市に隣接する町中央部から西部地域にかけては、平成 5 年に都城地方拠
点都市地域の居住拠点地区として指定を受け、都市基盤整備が進み良好な住環
境が形成されておりますが、一部で土地利用による諸問題も生じています。五
本松団地の跡地については、その恵まれた立地条件を生かして町の新たな拠点
づくりを進めています。 

また、本町の東部及び南部地域では鰐塚山系の山並みが広がり、豊かな自然
環境や椎八重公園、⾧田峡等の観光資源、農村環境を生かした地域づくりが展
開されていますが、依然として過疎化が進行しています。 

ゆとりと豊かさを実感できる魅力的な町土づくりを図るため、少子高齢化等
の社会動向を踏まえつつ、町民・事業者・行政が一体となって各地域の地理的
条件に基づく諸課題の解決を図り、全町的に調和のとれた秩序ある土地利用を
推進する必要があります。 

 
■ 施策の視点 

 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的・計画的な土地利用の推進 ①秩序ある土地利用の推進 

⑤その他の整備 

健全で秩序ある土地利用を推進します。 

②市街地、集落の整備 

③農用地の整備 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

 

  

  ④森林の整備 
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■ 施策の基本的な方向 

① 秩序ある土地利用の推進 
国土利用計画法及びその他土地利用法令等の適切な運用により、土地利用の

計画的な調整を図るとともに、調和の取れた秩序ある町土の土地利用を推進し
ます。 

 
② 市街地、集落の整備 

都市計画区域内の市街地では、五本松交流拠点整備事業基本計画を策定し、
民間連携も検討しながら五本松団地跡地を活用した新たな拠点となる施設整備
を進めるとともに、機能的に秩序ある土地利用を図るため、都市計画法をはじ
め、町都市計画マスタープラン及び町景観まちづくり計画並びに町立地適正化
計画に基づいた適切な土地利用等の誘導を図ることにより、中心市街地の活性
化を推進します。 

また、都市計画区域外の集落では、農業振興地域において棚田地域振興計画
との調整を図りつつ、地域の特性に配慮した良好な住環境の整備に努めます。 

 
③ 農用地の整備 

本町の基幹産業である農業を支える農用地は、食糧供給の基盤であり、多面
的な公益的機能をもたらす重要な財産であることから、無秩序な開発を抑制し、
優良農用地の確保に努めます。 

また、耕作放棄地の発生抑制・再生・有効利用に取り組むとともに、生産性
の向上と農地の集約化に向けた土地基盤や近代化施設の整備を推進します。 

 
④ 森林の整備 

森林は、国土の保全、水源かん養、地球温暖化防止等の多面的機能を有して
いることから、計画的な伐採や造林などの適切な保全・整備に努めます。 

また、集落周辺の森林については、良好な生活環境を形成する上においても
重要であることから、積極的な保全を図ります。 

 
⑤ その他の整備 

大規模な開発や施設整備を行う場合には、町民生活の安全確保を優先し、周辺地域
を含めて事前に調査を行った上で、周辺の環境や景観に配慮しながら適切な土地利用
を推進します。 

東部地域については、豊かな自然環境や美しい景観、観光資源を生かした魅力ある
地域づくりを推進するとともに、農村集落の住環境向上、優良宅地の造成に取り組み、
過疎化の抑制を図ります。 
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■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①秩序ある土地利用の推進 国土利用計画等に基づく土地利用の推進 ○ ○ 

②市街地、集落の整備 

都市計画に基づく計画的な市街地整備 ○ ○ 

農村集落における良好な住環境整備 ○ ○ 

五本松交流拠点施設整備事業の推進 ○ ○ 

③農用地の整備 
優良農用地の確保 ○ ○ 

生産性の向上と農地の集約化 ○ ○ 

④森林の整備 森林の適切な保全・整備 ○ ○ 

⑤その他の整備 

周辺環境や景観に配慮した土地利用促進 ○ ○ 

東部地域の自然・観光資源の保全・継承 ○ ○ 

東部地域における過疎化の抑制 ○ ○ 
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１-５ 快適な環境で安心して暮らせる生活基盤の整備 

１-５-１ 住宅・宅地の整備 

■ 現況と課題 

本町は、都城市のベッドタウンとして、県内でも稀にみる人口増加がみられ
ます。特に西部地域においては、都城市街地と隣接していることから、現在で
も宅地開発が続くなど、根強い住宅需要を見せています。 

一方、東部地域においては、少子高齢化による過疎化が進行しており、東西
における人口の偏在が顕著であるため、本町の課題である「中心部の再生」と
「過疎地集落部のコミュニティの維持」に結びつく施策を重点的に推進するこ
とにより、町の均衡ある発展を図ります。 

町営住宅については、構造別に見ると、すべての木造・簡易耐火平屋が耐用
年数を超えており、昭和 50 年代に建てられた中層耐火住宅は、公営住宅等⾧
寿命化計画において、年次的な住戸改善を計画していますが、遅滞している状
況です。改めて、現状と課題についての調査・分析を行い、計画的かつ効率的
な整備を図る必要があります。 

新耐震基準以前（昭和 56 年 5 月以前）の木造戸建て住宅の耐震化を促進す
るため、耐震診断・耐震改修等の費用の補助制度活用事業を進め、安全・安心
な住宅の質の向上を目指します。 

年々、空き家に対する様々な面から問題が表面化してきており、今後管理不
十分な建物が増加することが懸念されることから、空き家問題への対策を図る
必要があります。 

また、本町への移住・定住の促進に向けて、移住・定住情報サイト構築のほ
か、空き家等情報バンク及び空き家の利活用に向けた補助金の整備のほか、県
と連携した移住支援金制度を設けるなど、特に県外の移住希望者への総合的な
支援の充実に努めています。 

 
■ 施策の視点 

 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

住宅・宅地の整備 ①公共住宅の供給 

④移住・定住のまちづくりの推進 

快適で、安心して住み続けられる住環境をまちづくりとともに進めます。 

②良好な住宅・宅地の供給誘導 

③住みよい住環境づくりの推進 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 
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■ 施策の基本的な方向 

① 公共住宅の供給 
公営住宅等⾧寿命化計画を見直し、老朽化した町営住宅の用途廃止や住戸改

善など、効率的かつ計画的に整備を進めていきます。 
 

② 良好な住宅・宅地の供給誘導 
新耐震基準以前の木造住宅の耐震化を促進するため、広報活動に努め、補助

制度事業を継続していきます。 
⾧期にわたって住み続けられる家づくりを推進するため、住宅性能表示制度

や⾧期優良住宅などの普及啓発に取り組みます。 
 

③ 住みよい住環境づくりの推進 
地域の特性を生かした良好な住宅・住環境に配慮し、住み続けたい安全で快

適なまちづくりの実現を目指します。また、住環境への悪影響が懸念される空
き家については、今後、空家等対策計画を策定し、防災・防犯及び景観の保全
が図られた住環境づくりに取り組みます。 

景観まちづくり計画及び景観条例に基づき、町、町民及び事業者が景観に対
する意識を高め、暮らしとともにある豊かな自然、歴史文化、まちなみ、眺め
により形成されている本町ならではの良好な景観をまちづくりとして保全し育
成及び創出を推進します。 

 
④ 移住・定住のまちづくりの推進 

本町の移住・定住情報サイトの内容充実をはじめ、移住希望者への効果的な情報発
信を図るほか、本町の地域特性を生かしながら、県及び近隣市町村と連携し、県外の
移住希望者への総合的な支援に努めていきます。 

また、空き家等情報バンクの充実等、移住者の受け入れ環境の整備を進めるととも
に、将来的な移住者の掘り起こしとして、テレワークやワーケーション等の推進によ
る関係人口の創出を図ります。 
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■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①公営住宅の供給 
公営住宅等⾧寿命化計画の見直し ○ ○ 

町営住宅の改善 ○ ○ 

②良好な住宅・宅地の供給誘導 
木造住宅の耐震化の促進 ○ ○ 

助成制度の周知 ○ ○ 

③住みよい住環境づくりの推進 

良好な街並み景観の形成 ○ ○ 

空家等対策計画の策定 ○  

住宅情報の広域的な発信 ○ ○ 

④移住・定住のまちづくりの推進 

移住定住についての特設サイトの充実 ○ ○ 
空き家等情報バンクの充実及び空き家等
情報バンク活用促進事業補助金を活用し
た利活用の促進 

○ ○ 

県と連携した移住支援金の活用 ○ ○ 

過疎地域定住促進奨励金を活用した過疎
地域への移住・定住の促進 ○ ○ 
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１-５-２ 道路の整備 

■ 現況と課題 

本町は、一般国道 222 号（牛の峠バイパス）と一般国道 269 号の国道 2 路
線が通っており、これらの幹線道路に連結する主要地方道や県道によって、骨
格的な道路網が形成されています。 

道路は、鉄道とともに地域社会における最も基本的な交通基盤であり、活力
ある地域社会を形成するほか、豊かでうるおいのある生活を送る上においても
重要な役割を果たしています。本町では、これまで町民の安全性と利便性に配
慮しながら、町道の整備を進めてきましたが、引き続き、老朽化した橋梁及び
道路等の修繕を計画的に行っていきます。 

都市計画道路については、平成 31 年 4 月に未整備路線の見直しを行い、都
市計画道路は 12 路線、延⾧ 21,760m を指定し、令和２年４月現在で改良舗装
延⾧は 21,760m（１00％)となっています。 

今後も社会状況の変化を踏まえて、都市計画道路の認定、見直しを検討し、
良好な道路環境を確保するため、沿道の町民と協働して維持管理に取り組むこ

とを更に推進していきます。 
 

■ 施策の視点 

 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

道路の整備 ①広域道路網の整備促進 

④町民等参加型の道路環境整備 

安全で機能的な道路網の整備と適切な維持管理を推進します。 

②県道の整備促進 

③町道の整備促進 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 
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■ 施策の基本的な方向 

① 広域道路網の整備促進 
物流交通の効率化と企業立地及び定住の促進、災害時の避難路の確保、地域

間交流の活性化等を目的に、高速・高規格道路等へのアクセス性を高めるため、
島津紅茶園・切寄線等の町道整備を図るなど、広域道路網のアクセス性の向上
を目指します。 

 
② 県道の整備促進 

県に対して、歩道の未整備箇所や段差解消に向けた整備、既設舗装の劣化に
よる補修・更新、その他必要な県道の整備・改修を要請し、安全で快適な道路
空間の形成を図ります。 

 
③ 町道の整備促進 

島津紅茶園・切寄線等の町道については、国土強靭化地域計画の道路に位置
づけ、引き続き整備を行います。 

橋梁及び道路附属構造物については、⾧寿命化個別計画に基づき、引き続き
補修及び修繕を行います。 

通学路点検プログラムによる歩道の整備について、教育委員会と情報共有し
ながら推進します。 

 
④ 町民等参加型の道路環境整備 

町民や事業者と協働して道路の維持管理や美化清掃の充実を図り、良好な道
路環境を整備します。 

 
 

■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①広域道路網の整備促進 広域道路網のアクセス性の向上 ○ ○ 

②県道の整備促進 県に対する整備・改修の要請 ○ ○ 

③町道の整備促進 

国土強靭化地域計画に位置づけた主要幹 
線道路の整備 

○ ○ 

⾧寿命化個別計画に基づく橋梁等の補修・ 
修繕 

○ ○ 

通学路点検プログラムによる歩道整備 ○ ○ 

④町民等参加型の道路環境の整備 
町民等との協働による道路の維持管理等 ○ ○ 

道路愛護活動の推進 ○ ○ 
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１-５-３ 公共交通機関の利用促進 

■ 現況と課題 
本町の公共交通期間は JR 日豊本線（三股駅・餅原駅）、民間路線バスが継続

して運行しているほか、平成 19 年度から導入されたコミュニティバス「くい
まーる」が運行を行っています。 

「くいまーる」は運行開始後も町民の意見を取り入れながら路線や時刻の見
直しを行い、鉄道、民間路線バスも絡めて町の公共交通を利用しやすい環境づ
くりに努めてきました。その努力もあり、平成 23 年には利用者が 20,000 人
を超え、一時は減少傾向にありましたが、平成 30 年から再び 20,000 人を超
えています。 

今後は、高齢者の運転免許証返納などにより、公共交通の利用増を見据え、
「誰でも利用しやすい公共交通」の仕組みづくりを各種交通計画を策定し、進
めていく必要があります。 

 
■ 施策の視点 

 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 施策の基本的な方向 

① 公共交通機関の利用促進 
町民が公共交通機関を身近に感じるとともに、より利用しやすい環境を創出

するため、ＪＲや民間の交通機関との連携を強化し、利用促進に向けた環境整
備を推進します。 

 

公共交通機関の利用促進 ①公共交通機関の利用促進 

町公共交通の利用促進とコミュニティバスの利便性向上の取組を進めます。 

②コミュニティバスの運行 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 
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② コミュニティバスの運行 
誰もが利用しやすい公共交通の環境づくりを進めるため、町民の意見を取り

入れながらコミュニティバス路線の見直しを行うとともに、持続的な公共交通
サービスの提供を確保するため、地域公共交通網形成計画の策定に取り組みま
す。 

安全で安心な公共交通を維持するため、車両の更新や時刻表の周知方法を多
様化し更なるコミュニティバスの運行向上に努めます。 

公共交通のバリアフリー化に取り組み、今後、運転免許証返納等により利用
増加が見込まれる高齢者にも利用しやすい環境づくりに取り組みます。 

 
■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①公共交通機関の利用促進 
利用しやすい公共交通の構築 ○ ○ 

地域公共交通網形成計画の策定 ○  

②コミュニティバスの運行 コミュニティバスの継続的サービス向上 ○ ○ 
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１-５-４ 上水道の整備 

■ 現況と課題 

町内の水道管路の布設状況を見ると、経過年数 40 年以内の健全管路は 2019
年度で全体の 95％以上を占めていますが、10 年後には、経過年数 40 年以上
の老朽管路が増加し、健全管路は全体の約 78％に減少することが予想されてい
ます。 

老朽管路の増加に伴い、大規模災害や事故時において、必要最低限の水供給
が困難となることが懸念されることから、被災した場合でも迅速に復旧できる
水道の構築が求められています。   

また、将来的な人口減少に伴い、水道需要と給水収益の低下による財政への
影響を考慮することが必要であることから、中⾧期的な視点に立ちながら、健
全かつ安定的な事業運営を継続していくための取組を進めていく必要がありま
す。 

 

 
■ 施策の視点 

 
 
 
 
 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上水道の整備 ① 安全な水の確保 

平常時は安全かつ効率の良い給水を、非常時には一定の水供給を確保しつつ柔軟
に対応し、施設の改良・更新時は、安全かつ経済的な水道システムの構築に努め
ていく。 

②強靭で安定した給水体制 

③水道事業経営の継続 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 
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■ 施策の基本的な方向 

① 安全な水の確保 
 安全な水道水の提供を行うため、良好な水質の確保を図り、水質の監視を行うとと
もに、水質変化の兆候となる水源の地下水位や配水管の圧力の変動に注視し、高水圧
による漏水や給水器具への影響を抑制するなど、未然の防止対策を強化し、信頼性（安
全性）の高い水道システムの構築に取り組みます。 
 

 
② 強靭で安定した給水体制 

基幹管路の耐震化を計画的に進め、災害対応力の強化を図るとともに、安定
水源の確保と本町の配水管理体制の構築に必要な要件を整理し、合理的で実効
性のある方策を策定します。 

 
③ 水道事業経営の継続 

    将来の給水人口と水需要の予測を立て、経営戦略に基づく施設の更新計画の策定と
アセットマネジメント（資産運用）を推進します。 

また、明確な経営方針の基に関係者と連携を図り、当水道の特性及び地域事情に合
った経営体制の構築を目指します。 

 
■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

① 安全な水の確保 
水源管理の充実 ○ ○ 

高水圧地域の解消 ○ ○ 

② 強靭で安定した給水体制 
基幹管路の耐震化 ○ ○ 

非常時の給水量確保 ○ ○ 

③水道事業経営の継続 
アセットマネジメント（資産運用）の推進 ○ ○ 

経営戦略・事業継続計画の策定 ○  
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１-５-５ 下水道・し尿処理施設の整備充実 

■ 現況と課題 

本町の公共下水道の全体整備計画区域面積 722.6ha の内、令和元年度までに
330ha(普及率 42.3％)の整備が完了しており、令和２年 12 月末の接続率は
61.9％となっています。 

三股町衛生センター（し尿処理施設）への搬入実績は、計画処理能力 110kl/
日(し尿 80kl/日・浄化槽汚泥 30kl/日)に対して、令和元年度は 69kl/日(し尿
17kl/日・浄化槽汚泥 52kl/日)となっており、施設稼働率は約 60％となってい
ます。 

このうち、約 50％は都城市からの搬入物となっていますが、都城市は令和 5
年度から、し尿・浄化槽汚泥の搬入先を都城市下水処理場に変更する計画であ
り、今後、三股町衛生センターへの搬入量は減少することが見込まれます。 

将来的な施設稼働率の低下を踏まえると、現センターでは処理が困難となる
ことから、令和 7 年、三股町中央浄化センター内にし尿・浄化槽汚泥の受入施
設を整備する計画を進めています。また、効率的な汚水処理施設整備を図るた
め、令和 3 年度中に全体整備計画区域について検討を行うこととしております。 

 
 

■ 施策の視点 

 
 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道・し尿処理施設の整備充実 ①公共下水道の整備推進 

②農業集落排水の機能維持 

③し尿処理施設(三股町衛生センター)の整
備 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

 

  

  

衛生的で快適な生活環境を創造し、効率的な施設整備を図ります。 
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■ 施策の基本的な方向 

① 公共下水道の整備 
下水道整備推進のため、今後も広報及び個別相談会を開催し、住民の下水道

事業へ理解を図りながら、管渠の整備等については計画的に事業を行っていき
ます。また、全体計画区域について検討を行うなど、より効率的な下水道事業

運営に努めていきます。 
 

② 農業集落排水の機能維持 
施設の点検整備を強化し、施設の⾧寿命化を図ります。また、梶山地区農業

集落排水の公共下水道への編入により、経費の削減に努めます。 
 

③ し尿・汚泥処理施設(三股町衛生センター)の整備 
適正なし尿・浄化槽汚泥処理を行うため、衛生センター施設の点検整備を強

化し維持管理に努めます。 
また、汚水処理全般の効率化を図るため公共下水道・浄化槽汚泥・し尿を一

元的に処理を行う施設の整備を推進します。 
 

■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①公共下水道の整備推進 
公共下水道の整備と加入の促進 〇 〇 

全体整備計画区域の検討 〇  

②農業集落排水の機能維持 農業集落排水の適正な維持管理 〇 〇 

③し尿処理施設(三股町衛生センタ
ー)の整備 

施設の適正な維持管理 〇 〇 

汚水処理施設の一元化 〇 〇 
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１-５-６ 公園緑地の整備 

■ 現況と課題 

公園緑地は、地域に美しくうるおいのある景観を与えたり、災害時には避難や救援
活動の場となります。また、スポーツ、地域のコミュニティ活動など、心身の健康増進
にも寄与し、町民の生活に必要な施設です。 

本町では、上米公園、旭ヶ丘運動公園の公園⾧寿命化計画に沿って、施設等の整備
や維持管理に努めてきました。 

今後は、公園⾧寿命化計画を精査し、更なる整備を進めるとともに、維持管理を町
民と協働して実施するなど地域に親しまれる公園緑地となるよう事業を実施していく
ことが求められます。 

また、墓地公園として墓碑等を設置し焼骨の埋蔵を許可している墓苑高才原につい
ては、今後も適正に維持管理を行っていく必要があります。 

 
 

■ 施策の視点 

 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策の基本的な方向 

① 誰もが安心して利用できる公園整備 
公園の魅力と快適性を高めるため、四季折々の季節感が感じられる樹木の植

栽による木陰づくり等に努めます。 
また、利用者の安心・安全を確保するため、公園遊具の定期的な点検を実施

公園緑地の整備 ①誰もが安心して利用できる公園整備 

②個性あふれる公園づくり 

③町民参加型の公園づくり 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

 

  

  

地域に根ざした魅力ある公園緑地を整備し、うるおいある環境を創出します。 

④墓地公園の維持管理 
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し、施設の⾧寿命化を図るとともに、防犯に配慮した施設整備やバリアフリー
化を推進します。 
② 個性あふれる公園づくり 

スポーツ拠点（旭ヶ丘運動公園）、観光拠点（椎八重・長田峡・上米公園）、

文化拠点（早馬公園等）、親水拠点（矢ヶ渕公園等）、住環境の向上に寄与する

公園緑地をはじめ、それぞれ公園全体の特徴を生かした個性ある公園整備に取り組み

ます。 

また、公園内の街灯につきましては、環境に配慮した施設整備を推進するた
め、LED 照明の導入を進めます。 

 
③ 町民参加型の公園づくり 

行政と町民が、公園内の清掃や草刈り等に協働で取り組むなど、町民参加型
の公園づくりを推進します。 

 

④ 墓地公園の維持管理 
墓苑高才原は、訪れた人の憩いの場となるとともに、空地については、大規

模災害時の廃棄物仮置場に指定されているため、良好で快適な施設の維持管理
に努めます。 

 

 
■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

③誰もが安心して利用できる公園
整備 

休憩施設整備等の快適性の向上 ○ ○ 

公園施設⾧寿化計画の見直し ○ ○ 

施設の防犯・バリアフリー化 ○ ○ 

②個性あふれる公園づくり 
特徴を生かした公園整備 ○ ○ 

環境配慮型の施設整備 ○ ○ 

③町民参加型の公園づくり 
協働による公園整備や維持管理の推進 ○ ○ 

公園愛護活動の普及 ○ ○ 

④墓地公園の維持管理 良好で快適な施設の維持管理 ○ ○ 
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１-６ 安心・安全で豊かさを実感できるデジタル社会の推進 

■ 現況と課題 

本町では、これまでに情報の地域格差是正のため、テレビ難視聴地域の解消
や町内全域においてケーブルテレビ網を整えるとともに、学校教育におけるＩ
ＣＴ環境の整備を図るなど、町内における情報通信基盤の整備に取り組んでき
ました。 

近年、スマートフォンなどのモバイル端末が急速に普及するとともに、最先
端 ICT（情報通信技術）等、革新的なデジタル技術の進展が加速しております
が、デジタル技術の進展は、社会全体に大きな変革をもたらしており、様々な
社会課題を解決でき、新たな付加価値を生むものとして期待されています。 

本町においても、このようなデジタル化の流れを更に飛躍するための好機と
して捉え、デジタル化を推進することにより、人口減少社会において山積する
様々な課題に的確に対応し、将来にわたって持続可能なまちづくりに向けた展
開を図ります。 

 

■ 施策の視点 

 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策の基本的な方向 

①  デジタル・ガバメントの推進 
町民が役場に足を運ばなくても手続きできるよう行政手続のオンライン化 

やマイナンバーカードの普及を促進するとともに、ＡＩやＲＰＡ等のＩＣＴ 

デジタル社会の推進 ①デジタル・ガバメントの推進 

②ICT を活用した暮らし・産業の振興 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

 

  

  

デジタル社会の恩恵を享受できる環境づくりを進めます。 

③デジタル情報環境の整備充実 
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を活用した業務の自動効率化やテレワーク導入の検討に取り組むなど、行政 
事務におけるデジタル改革を進めます。 

また、町保有のデータについてはオープンデータ化を推進するとともに、 
ソーシャルメディアを活用した情報発信の充実・強化に取り組むことにより、 
行政サービスの向上を図ります。 

個人情報や重要な行政情報などの情報資産を守り、安全で安心なデジタル・ガバ

メントを推進するため、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関する

ガイドに基づくセキュリティ対策を徹底し、職員に対する研修や訓練等を実施する

ことにより、情報セキュリティ対策の強化を図ります。 

 

② ＩＣＴを活用した暮らしや産業の振興 
          町民生活の利便性の向上を図るため、マイナンバーカードを利用した各種証明書

のコンビニ交付をはじめ、マイナポータルを使った子育てワンストップ化や AI チャ

ットボットの活用を検討するなど、ICT を活用した住民サービスの提供に取り組み

ます。 

また、スマート農業の導入や町産品のインターネット販売による販路開拓など、

ICT を活用した産業振興を推進します。 

 

③ デジタル社会を支える情報環境の整備充実 
ケーブルテレビ事業者と連携しながら情報通信基盤の維持管理に努めるとともに、

５G など新たな情報通信基盤を活用した事業についての情報収集を行い、その有効
活用を検討します。 

また、誰もが ICT を利用できる環境を確保するため、町民の情報リテラシー向上
に向けた意識啓発を推進します。 

 
 

■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①デジタルガバメントの推進 

ICT 技術を核とした地域行政サービス基 
盤の創設 

○ ○ 

マイナンバーカードの普及促進 ○ ○ 

職員研修の実施 ○ ○ 

②ＩＣＴを活用した暮らしや産業
の振興 

マイナンバーによるコンビニ交付の実施 ○ ○ 

スマート農業の推進 ○ ○ 

③デジタル社会を支える情報環境
の整備充実 

デジタル情報基盤の維持管理 ○ ○ 

情報リテラシー向上の推進 ○ ○ 
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１-７ 防災・消防・救急体制等の充実 

■ 現況と課題 

本町では、土砂災害危険箇所が多数存在することから、毎年 5 月末頃、県及
び関係機関とともに災害危険箇所調査を実施し、災害防止のための点検を行っ
ています。 

また、毎年 6 月には、災害危険箇所がある地域で土砂災害に対する防災訓練
を実施し、情報伝達手段の確認、土砂災害警戒情報に基づく適切な避難勧告の
発令・解除、避難場所及び避難経路の確認等による警戒避難体制の強化を図る
とともに、地域住民の参加による自主防災の意識高揚に取り組んでいます。 

令和元年度には、土砂災害警戒区域、河川浸水想定区域等や、避難場所、避
難経路等を記載した「土砂災害・洪水ハザードマップ」の作成を行い、住民の
防災意識の高揚と避難意識の強化に取り組んでいます。 

老朽化した第 6 部消防団詰所を令和元年度に第 6 地区分館へ移転新築し、令
和 2 年度から４年度にかけて、土砂災害の恐れがある⾧田地区において第 5 部
消防団詰所と避難所を併設した防災拠点施設の建設を予定するなど、防災施設
の強化に取り組んでいます。 

消防・防災体制については、通信網の強化、緊急速報メール等による緊急情
報の提供や三股町防災ポータルサイト等による防災情報の提供に取り組んでい
ます。 

町民の生命・財産を守るため、災害や有事に対応できるよう、自主防災の組
織づくり、体制づくりを進めていく必要があります。 

 
■ 施策の視点 

 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

防災・消防・救急体制等の充実 ①危機管理体制の強化 

町民の安全確保に向けて、危機管理の強化を図ります。 

②災害危険個所の対策推進 

③河川機能の保全 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

 

  

  

④砂防事業の推進 
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■ 施策の基本的な方向 

① 危機管理体制の強化 
あらゆる災害・危機・有事等の際に町民の生命、財産を守るため、職員の危

機管理能力の向上に努め、予期せぬ危機に直面した際に迅速かつ的確に対応で
きる体制づくりを推進します。 

また、防災教育・訓練、自主防災組織や防災士の育成支援、町民の防災意識
の高揚に努めるとともに、消防団（水防団）と自主防災組織の合同避難訓練や
救急法（応急手当）等の講習会などの実施、避難路の整備など、消防・水防及
び救急体制の充実を図ります。 

 
② 災害危険箇所の対策推進 

災害危険箇所の防災点検を行い、土砂災害警戒区域における警戒避難体制整
備の検討や雨水冠水など地域の特性に応じた予防的施策を実施するとともに、
災害防止施設の整備を関係機関に要請します。 

 
③ 河川機能の保全 

河川の整備については、自然環境との調和を図りながら、河川機能の保全に
努めるとともに、関係機関と連携を図りながら町民に対する河川情報の伝達・
周知体制の充実に努めます。 

 
④ 砂防事業の推進 

災害危険箇所における災害防止施設の整備や既設砂防施設の機能確保を図る
ための堆積物の除去事業等について、関係機関に要望します。 

また、森林の保全・育成に取り組み、豊かな自然を育む土壌の流出防止に努
めます。 
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■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①危機管理体制の強化 

職員の危機管理能力の向上 ○ ○ 

防災訓練の実施 ○ ○ 

防災士、自主防災組織の育成強化 ○ ○ 

消防団・自主防災組織構成員の資質向上 ○ ○ 

消防施設や水防機材の充実 ○ ○ 

②災害危険個所の対策推進 

予防的施策の実施 ○ ○ 

災害防止施設整備の要請 ○ ○ 

緊急自然災害防止対策事業の推進 ○ ○ 

③河川機能の保全 
自然環境と調和した河川機能の保全 ○ ○ 

河川情報の伝達・周知体制の充実 ○ ○ 

④砂防事業の推進 
災害防止施設設備・機能確保の要請 ○ ○ 

森林の保全・育成 ○ ○ 
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１-８ 防犯力の向上と交通安全対策の充実 

■ 現況と課題 

防犯については、毎年三股交番連絡協議会を開催し、防犯に関する会員が密
に連絡をとれる体制づくりに努め、犯罪のない明るく住みよい地域社会の実現
に取り組んでいます。地域においても、平成 29 年度に今市自治公民館、平成
30 年度に上新馬場自治公民館がそれぞれ防犯パトロール隊を結成し、地域を巡
回するなど防犯活動に取り組んでいます。 

交通事故防止については、交通安全施設の整備を行うとともに、近年、特に
高齢者が被害者・加害者となる交通事故が増えていることから、警察・交通安
全協会と連携して研修会を開催し、歩行者・運転手の交通安全意識の向上を図
るなど、交通安全対策に取り組んでいます。高齢運転者の交通事故防止対策と
しては、令和 2 年度から、町内の 65 歳以上の方を対象とした踏み間違い防止
装置等の設置補助に取り組んでいます。 

また、消費者ニーズの多様化・高度化等を背景とした悪質商法や通信販売等
による相談件数は全国的に増加傾向にあります。このため、消費者問題の発生
を未然に防止するため、相談員の知識向上に努め、出前講座などにより町民へ
の情報提供や啓発に取り組んでいます。 

 
■ 施策の視点 

 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

防犯力の向上と交通安全対策の充
実 

①防犯対策の推進 

④消費者相談、情報提供等の充実 

防犯・交通安全対策の充実を図り、暮らしの安全を守ります。 

②安全な道路交通環境の確立 

③交通安全意識の高揚 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 
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■ 施策の基本的な方向 

① 防犯対策の推進 
地域における自主防犯活動の促進に取り組むとともに、各種団体の組織強化

や相互協力体制の充実に努めます。 
青少年の非行防止対策として、青少年の規範意識の醸成及び有害環境への適

切な対応を図るため、パトロール強化に努めます。 
 

② 安全な道路交通環境の整備 
交通事故の減少を図るため、交通安全施設の充実や通学路歩道等のバリアフ

リー化を図り、安全な道路交通環境を整備します。 
 

③ 交通安全意識の高揚 
交通安全に取り組む各種団体と連携・協力し、交通安全教育の充実に取り組

み、町民の交通安全意識の高揚や交通安全マナーの向上を図ります。 
 

④ 消費者相談、情報提供等の充実 
消費生活トラブルの被害に遭わないための情報や、被害にあった場合の対応

など、町民の安全と安心を支える消費生活情報の啓発や教育に取り組みます。 
また、福祉・消費生活相談センターを核として、町民が相談しやすい環境づ

くりに努め、相談体制の充実を図ります。 
 

■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①防犯対策の推進 
自主防犯活動の促進 ○ ○ 

各種団体の組織強化 ○ ○ 

②安全な道路交通環境の整備 
交通安全施設の充実 ○ ○ 

通学路歩道等のバリアフリー化 ○ ○ 

③交通安全意識の高揚 交通安全教育の充実 ○ ○ 

④消費者相談、情報提供等の充実 

消費者相談体制の充実 ○ ○ 

消費者生活講座・教育活動の充実 ○ ○ 

消費活動に関する情報提供の充実 ○ ○ 
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１-９ 良好な生活環境の保全 

■ 現況と課題 

本町における生活環境に関する苦情受理件数は、農地への家畜糞尿施肥によ
る苦情や畜産施設から発生する悪臭・害虫による苦情が多く、また、住宅に隣
接する加工工場に対する苦情などが増えています。 

また近年では、住居地域内における空き地・空き家の管理や、繁茂している
雑草、ごみの野外焼却など、近隣住宅から発生する生活環境の悪化が課題とな
っています。 

 

 
■ 施策の視点 

 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策の基本的な方向 

① 監視指導体制の充実 
関係機関と連携し、農地への家畜糞尿施肥時の対応や家畜施設等の適切な衛

生管理についての広報活動と指導を行います。 
事業所から発生する悪臭については、今後も関係機関と連携して指導を行っ

ていきます。 
また、ごみの不法投棄については、監視パトロールの強化を図り、発生防止・

早期発見を行います。 

 

良好な生活環境の保全 ①監視指導体制の充実 

②水質汚染の防止 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

 

  

  

生活環境の保全に努め、住みやすい環境を守ります。 
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② 水質汚染の防止 

公共下水道事業計画区域内の管路整備を進め、整備済みの区域においては公
共下水道、農業集落排水への早期接続の推進を行います。 

また、公共下水道、農業集落排水区域外の地域においては、合併処理浄化槽
への転換への支援を推進するとともに、浄化槽の維持管理の重要性の意識高揚
を図ります。 

 
■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①監視指導体制の充実 事業者への指導の徹底 ○ ○ 

②水質汚染の防止 
下水道事業等の推進 ○ ○ 

生活排水処理に対する町民意識の高揚 ○ ○ 

 
 


